


トップメッセージ

家計の現預金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されるという好循環を実現するために

は、資本市場の各プレイヤーがその機能を十分に発揮することが重要です。企業には、機関投資家との「建

設的な対話」を通じて自らのガバナンスの質を高め、果断な経営判断を行うことにより、持続的な成長と中

長期的な企業価値の向上が期待されています。

その中にあって日本取引所グループでは、株式市場を運営する東京証券取引所において、上場会社の成

長を促し、内外の投資家にとって魅力ある市場とするため、2022年には市場再編の実施、また、2023年

には「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請等の各種施策を推進するとともに、継

続的に上場会社の成長を支援するための様々なサポート活動に取り組んでいます。

他方で、上場会社がこれらを着実に実現していくためには、いわゆる「攻めのガバナンス」の推進とともに、

併せてコンプライアンスやリスク管理のための内部統制システムの強化といったいわゆる「守りのガバナン

ス」を十分に機能させることが不可欠です。

しかしながら昨今、残念なことに不祥事により企業価値や市場に対する信頼を大きく毀損する事例が一

定数みられており、こうした実態とも相まって、まさに「守りのガバナンス」の重要性が一層高まっているとい

えます。

もとより、日本取引所自主規制法人の使命は、取引所がその機能を十全に発揮するための的確な自主規

制を実行し、これにより、市場の公正性、透明性に加え、市場に対する信頼性の確保・向上を図ることであり、

日本取引所グループの「中期経営計画2027」においても、市場の更なる信頼向上に向けた自主規制機能の

重要性について掲げているところです。

このような現状を受けて、このたび日本取引所自主規制法人では、上場会社の不祥事の未然防止、再発

防止及びコーポレートガバナンスのより一層の強化に向けた取組みを支援するために本ハンドブックを発

行するに至りました。

本ハンドブックが、上場会社各社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するとともに、ひいて

は我が国経済の発展に寄与するものとなれば幸甚です。

2026年1月
日本取引所自主規制法人　理事長
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上場会社等における不祥事（重大な法令違反その他の不正・不適切な行為等）の発覚件数に目を向けると、近時

増加傾向にあることがわかります（下表参照）。これは、新型コロナウイルスが招いた災難や危機的状況に伴う会計

監査への制約が解消されたこと、公益通報者保護法の改正等を受けて、通報を端緒とした不祥事の発覚が増加した

こと等が要因であると考えられます。

日本取引所自主規制法人（以下、「当法人」といいます。）は、主な上場管理業務として、不祥事等に起因する規則

違反及び上場適格性について審査を行っています。

一方で、審査の対象となる規則違反の未然防止に向けて、重大な規則違反の原因となり得る上場会社の不祥事を

予防するための取組みも重要な活動として位置づけており、審査の過程では、不祥事が発生した会社が策定した再

発防止策の内容や、その実施状況に関する確認も行っています。

不祥事が発生した会社が策定する再発防止策は、いずれも速やかな信頼回復と確かな企業価値の再生に向けて、

第三者委員会等による提言や、各社における検討を経て慎重に策定されるものです。また、再発防止策は弥縫的な

対応に留まるものではなく、内部統制の抜本的な強化を目指して策定されるため、その内容は不祥事が現に発生し

ていない会社にとっても参考になるものと考えられます。

上記の背景から、再発防止策に関して広く共有することは上場会社の内部統制システムの強化※及び資本市場の

信頼性向上のために有益であると考え、本ハンドブックを発行いたしました。本ハンドブックは、再発防止策を不祥

事が発生した原因や、その目的によって分類し、ポイントを紹介することによって、上場会社の中長期的な企業価値

向上を支える内部統制の強化に役立てていただくことを目的としています。
※株式会社東京証券取引所（以下、「東証」といいます。）は、上場会社に対して、業務の適正を確保するために必要な体制（会社法に定める内部統制シ
ステム）の整備を決定するとともに、当該体制を適切に構築し運用することを求めています（有価証券上場規程第439条）。

上場会社等の第三者委員会等の設置件数推移

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

プライム

スタンダード

グロース

その他

2020年度

42

12
5
22

2021年度

26

31

7

33

2022年度

27

27

9

44

2023年度

40

21

14

33

2024年度

47

30

6
11

本ハンドブックの目的1章

※第三者委員会等の設置件数については株式会社ナナイロコンサルタンツが運営する「第三者委員会ドットコム」（http://www.daisanshaiinkai.
com/）から取得したデータに基づきます。

※2025年7月現在の上場市場にて集計し、上場廃止済みの会社については、上場廃止時の市場にて集計しています。
※「その他」には、TOKYO PRO Market上場会社、東証以外の国内金融商品取引所上場会社及び2022年4月4日までに上場廃止となった会社を集
計しています。

本ハンドブックでは、再発防止策を不祥事が発生した原因や、その目的ごとに分類して記載していますので、興味・

関心のあるものからご覧いただくことが可能です※。
※また、掲載する再発防止策について、参考となり得るポイントに下線を付しています。

本ハンドブックは主に、内部統制システムの整備を推進する役員・責任者の方や、社外取締役・監査役の他、管理

部門や内部監査部門に所属する方等が、自社の内部統制が十分なものであるかを再点検し、その強化・再構築を検

討・実施する際に、活用いただくことを想定しています。

また、当法人は、上場会社の役職員だけでなく、今後上場を見据えている会社の関係者や上場会社に助言等を行

う法律専門家・会計専門家の方々にも本ハンドブックを活用いただきたいと考えています。

さらに、本ハンドブックにおいては、各分野における第一人者の方々から不祥事予防に関するコラムをご寄稿いた

だきました。加えて、当法人が属する株式会社日本取引所グループの各部門からも内部統制上留意いただきたいポ

イントを解説するコラムを寄稿しています。それらもぜひご覧ください。なお、掲載されているコラムは次の表のとお

りです。

本ハンドブックの活用方法2章

不祥事が発生した会社における活用方法

再発防止に向けた取組みを検討する際に、本ハンドブックに掲載された再発防止策を参考にしていただくこ

とを想定しています。

事業内容等には各社個別の事情が存在するため、他社の再発防止策をそのまま採用することが適切ではな

い場合もありますが、その内容や重要なポイントを参考に再発防止策を検討いただくことは有用と思われます。

不祥事が現に発生していない会社における活用方法

全ての上場会社において、自社の内部統制を定期的に見直す必要があります。その際の着眼点として、本ハ

ンドブックに掲載された不祥事の発生原因や、それに対応する再発防止策をご参照ください。

特に、以下のような会社においては内部統制システムの強化に向けた取組みを推進する必要性が高いと想定

されるため、その取組みを検討・実施される際にぜひ本ハンドブックをご活用ください。
　　　　● �中堅規模の上場会社・・・管理部門や内部監査部門に十分な経営資源を配分していないおそれがあり

ます。

　　　　● �新興上場会社・・・新規上場前に主幹事証券会社による上場指導・引受審査への対応の一環として、
内部統制システムを整備したものの、新規上場を担った管理部門責任者の離職や、業績悪化等による
経営者のコンプライアンス意識の希薄化等に起因し、内部統制システムが徐々に脆弱化しているおそ
れがあります。
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タイトル　寄稿者／略歴

コラム

上場会社の不祥事予防に関する当法人の取組み
日本取引所自主規制法人上場管理部･
　　　　　同　　　　  売買審査部

P20

コーポレートガバナンス・コードと不祥事予防
神田 秀樹氏／�東京大学名誉教授

P71

経営者による不祥事の防止に向けて
山中 彰子氏／�日本公認会計士協会 常務理事･

EY 新日本有限責任監査法人 パートナー、公認会計士
P92

不正を防止するための業務プロセスの整備 
－業務プロセス整備の実効性は「組織風土・文化」によって支えられる－
一般社団法人 日本公認不正検査士協会（ACFE JAPAN）

P39

監査役会等による監査の実効性可視化－平時における取組みの説明責任と実効性評価－･
公益社団法人 日本監査役協会

P77

公益通報者保護法改正の論点と上場会社における内部通報制度
山口 利昭氏／�山口利昭法律事務所　代表弁護士･

消費者庁「公益通報者保護制度検討会」委員等
P102

適切な適時開示の実施に向けて
東京証券取引所上場部

P44

内部監査部門の独立性・客観性を確保できていますか？
一般社団法人 日本内部監査協会

P86

グループガバナンスと本ハンドブック
澤口 実氏／�森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士･

経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」委員等
P113

自社の関連当事者取引の合理性や妥当性を説明できますか？
日本取引所自主規制法人上場審査部

P119

2022年4月から2025年3月までの期間において、東証が有価証券上場規程の実効性を確保するための措置（以

下、「措置」といいます。）を実施した会社を主な対象として※、該当する会社が策定した再発防止策について、原因や

目的等で分類したうえで、そのポイントを紹介します。

再発防止策は下表の原因に基づいて分類しています。
※当該期間において、措置の対象となっていない会社が策定した再発防止策についても一部掲載しています。

再発防止策に対応する原因

原因

コンプライアンス意識の欠如1

監査役会・監査等委員会・監査委員会による監査機能の不備・不十分な発揮9

不適切な予算策定・予算管理プロセス5

グループ会社の管理体制の不備、管理機能の不備・不十分な発揮13

業務プロセス上の不備3

会計監査人とのコミュニケーション不全11

管理部門の脆弱性7

会計知識等の欠如・不足2

内部監査の実効性欠如、体制の不備、機能の不備・不十分な発揮10

特定の人物への権限集中6

その他 
a  三様監査の連携強化／ b  関連当事者取引に関するプロセスの見直し／ c  再発防止に向けた取組み14

適時開示体制の不備4

内部通報制度の形骸化・不備12

取締役会の形骸化・監督機能の不備・不十分な発揮／
取締役間相互の監視・けん制機能の不備・不十分な発揮8

P7

P46

P72

P26

P52

P89

P22

P48

P79

P41

P60

P95

P104

P114

原因、目的ごとに分類した
再発防止策とそのポイント3章
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公益通報者保護法改正の論点と 
上場会社における内部通報制度
山口 利昭氏／�山口利昭法律事務所　代表弁護士 

消費者庁「公益通報者保護制度検討会」委員等

１ 課題となる内部通報制度の機能不全

近時の企業不祥事発生時に設置される調査委員会の報告書を読みますと、「監督官庁やマスコミへの情

報提供」や「掲示板（SNS）への匿名の書き込み」が不正発覚の端緒となるケース、内部通報がなされたにも

かかわらず、不十分な調査のまま放置されて不正が長年継続していたケース等が散見されます。内部通報

制度を仕組みとしては整えていても、通報者保護が徹底されていないために、実際には機能しなかった事例

は枚挙にいとまがありません。

そこで、通報者保護を徹底しつつ事業者が自浄作用を発揮できるように、2025年6月に公益通報者保護

法が改正されました（以下「令和7年改正法」といいます。2026年には施行が予定されています）。上場企業

が自社の内部通報制度を見直すにあたっては、この令和 7 年改正法の仕組みを十分理解する必要がありま

す。

２ 令和7年改正法の概要

法改正のポイントはいくつかありますが、内部通報制度の構築・運用との関係で重要なのは罰則規定や

禁止規定が新たに設けられたことです。たとえば、公益通報への対応体制整備の一環として、常用雇用者が

300名を超える事業者では、公益通報の窓口担当者、調査担当者、是正措置担当者等、通報者を知り得る

立場にある役職員を「公益通報対応業務従事者」として指定しなければならず、当該指定を怠った場合には

行政処分や刑事罰の対象となります（令和7年改正法11条1項、同15条の２、同21条2項）。

また、公益通報への対応体制整備義務の運用面において、通報者の通報妨害や、通報者を探索する行為

については禁止規定が新設されました（同11条の２第1項、11条の３。ただし正当な理由がある場合は除外

されます）。禁止規定に違反した役職員への法的な制裁条項はありませんが、違反行為者に対しては、事業

者による対応体制整備義務の一環としての社内処分、そして通報者に対しては被害回復措置が求められる

ことにご留意ください。

さらに、公益通報を行ったことを理由として、通報者に対して懲戒・解雇処分を行った役職員及び事業者

（法人）に対しては、新たに刑事罰が課されることになります（同3条1項、2項、21条1項）。適切な懲戒・解

雇処分であることの立証責任が事業者側に転換されることになりますので（同3条3項）、公益通報者との関

係においては懲戒・解雇処分のプロセスの透明性が求められるようになります。

COLUMN

３ 内部通報制度の見直しに向けて

業者が内部通報窓口によって受理する事実は違法行為だけでなく、社内の行動規範に違反した不適切行

為も含まれるものと思われます。一方、公益通報者保護法上の公益通報は法で定められた505本（2025年

10月時点）の法令違反行為に限定されています。したがって、内部通報制度の構築・運用においては、公益

通報者保護法における内部公益通報への対応体制がほぼ充足できるような体制作りが望まれます。その際

にとくに留意すべきポイントは、①通報者を広めに定めること（令和7年改正法ではフリーランスも通報者に

含めています）、②組織横断的に活用できる窓口を一つでも設置すること、③内部通報制度の責任者を事業

者内で明確に決めること（従事者指定制度の厳格化への対応）、④上場会社の子会社であったとしても、常

用雇用者が 300 名を超える事業者であれば、子会社自身で公益通報対応体制整備義務を尽くすための仕

組みを構築すること、と心得てください。とくに令和7年改正法の施行日までに、法11条4項に基づく「法定

指針」や「指針の解説」の改訂版が政府から公表されますので、その指針や指針の解説を参考に、自社の内

部通報制度を見直すことが必要です。

さらに、公益通報対応業務は監督官庁やマスコミに内部告発（外部公益通報）を行った通報者の保護も

含んでいます。したがって、外部への情報提供者を探索すること、適切な調査プロセスも経ないままに不利

益取扱いを行うことも公益通報者保護法違反になりますのでご注意ください。

まずは自社の内部通報制度の社内周知に努める必要があります（法11条2項）。どのように周知すべきか、

という点も、上記の指針および指針の解説を参考にしてください。

4 今後の法改正を見据えた内部通報制度の見直し

最後になりますが、公益通報者保護法は、今後の実務の状況を勘案した上で、さらなる法改正が予想さ

れます。内部通報制度を見直すにあたっては、通報者の範囲を広くする（たとえば取引先社員等）、通報者保

護に配慮しつつ通報対応プロセスを透明化する、濫用的通報者への対応を検討するといった取組みをお勧

めします。

通報対応体制の整備は企業の信用毀損を回避するためのリスク管理としてとても重要です。ぜひ、トップ

も含めて全社的な取組みとして内部通報制度の見直しをご検討ください。
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グループガバナンスと本ハンドブック
澤口 実氏／�森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士 

経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」委員等
P113

グループ会社の管理体制の不備、
管理機能の不備・不十分な発揮13

CGコード補充原則4-3④では、「取締役会はグループ全体を含めた全社的リスク管理体制を適切に構築し、内部

監査部門を活用しつつ、その運用状況を監督すべきである。」と定められています。

しかし、親会社のマネジメントが行き届かない国内外のグループ会社で会計不正等の不祥事が発生し、会社や投

資者に多大な影響が生じる事例が散見されることから、グループ会社を原因とする不祥事を予防するための取組み

は、健全な企業経営と企業価値の維持・向上のために、極めて重要な課題です。

2019 年 6 月に経済産業省が公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 （グループガイドライ

ン）」では、日本企業のグループ・ガバナンスに対する課題認識の下、グルーブ・ガバナンスの実効性を確保するため

のベストプラクティスや、重要な視点が取りまとめられています。

上記ガイドラインや、以下に紹介する再発防止策を参考に、グループ会社の管理体制を改めてご確認ください。

再発防止策の分類とポイント

再発防止策の分類 再発防止策のポイント

a
グループ会社 
管理体制 

ア . 管理責任の明確化 P105

イ . グループ会社を支援するための部署の新設 P105

ウ . 親会社による積極的な介入 P105

b
親会社からの 
モニタリング

ア . 海外グループ会社の重要案件 P106

イ . 重点コンプライアンス項目 P106

ウ . 会計処理の適切性 P106

エ . 親会社取締役会への報告 P106

オ . 親会社取締役会への上程に関する検証 P106

カ . 親会社監査等委員による子会社の職務執行状況の監督 P107

キ . グループ会社の自己点検結果の再検証 P107

ク . 海外グループ会社への現地往査 P107

c
グループ会社の 
内部統制の強化

（a） 規程等の見直し

ア . 職務権限規程（親会社取締役会への付議事項） P108

イ . 経理規程 P108

ウ . 重要規程全般 P108

（b） 取締役会の機能強化

ア . 親会社役員の増員 P108

イ . 役員の選任基準の見直し P108

ウ . 付議事項の見直し P109

エ . 監査結果の取締役会への報告 P109

（c） 監査役会等の機能強化

ア . 親会社監査役等の増員 P109

イ . 監査計画の策定 P109

ウ . 監査役監査の実施と監査結果の報告 P109

エ . 子会社オフィスの集約化 P110

(d） 内部監査部門の機能強化
ア . 内部監査部門の新設 P110

イ . 親会社内部監査部門との連携 P110

再発防止策の分類 再発防止策のポイント

d
情報共有・ 
コミュニケー
ション

（a） 情報共有のための会議体

ア . グループ全体の情報共有 P110

イ . 管理部門の情報共有 P110

ウ . コンプライアンスに関する情報共有 P111

（b） �海外グループ会社との 
情報共有

ア . 親会社経理部門への情報共有の徹底 P111

イ . コミュニケーションツールの検討 P111

ウ . 海外グループ会社との意見交換 P111

エ .�赴任者と現地スタッフのコミュニケーションの向上に向けた 
取組み P111

グループ会社管理体制a

ア . 管理責任の明確化
「関係会社管理規程を見直し、子会社管理の責任部署を管理本部、管理責任者を管理本部長、管掌役員を代表

取締役社長と定めるとともに、当社のどの部門がどの子会社管理業務を行うかを明確にすることで、業務内容および

実施者を検証することが容易となり、子会社管理の実効性が上がると考えています。」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

イ . グループ会社を支援するための部署の新設
「当社では、担当役員が海外子会社や工場の管理を一手に引き受けるとともに、経理部が財務情報の報告を受け、

取りまとめることとなっていました。財務情報の報告を受ける経理部が、子会社の事業内容等を踏まえたサポートま

で行うことは限界がある上、牽制機能の低下にもつながりかねないと考えています。そこで担当役員や経理部とは別

に、子会社の生産支援のために2024年１月に発足したグローバル生産支援室について、子会社の生産面に限らな

いサポートする組織として、2025年１月よりグローバル支援室と改編し、経理部等による牽制機能と合わせて、子

会社間での改善事例共有の機会を定期的に設けるなど機能横断的な子会社のサポートを行うことで、子会社管理

体制の強化を図ります。」
（株式会社ファインシンター「東京証券取引所及び名古屋証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024 年
12月20日）

ウ . 親会社による積極的な介入
「……OST［注：子会社］については、上場に向けた準備のためにOS［注：アウトソーシング］と締結していたOST

の独立性を確保するためのガバナンス合意書を2022年１月17日付で解消しました。これにより、OS経営管理本部

の各部門が2022年２月よりOSTグループの管理部門への介入を開始し、グループ一体となって管理していく体制

を確保しました。……OS経営管理本部長が直接OST管理部門管掌取締役より報告を受け、また指示や判断をする

ことをもって権限の分散を図ります。」

（株式会社アウトソーシング「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」2024年１月15日）
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親会社からのモニタリングb

ア . 海外グループ会社の重要案件
「海外拠点については、国際本部が各海外現地法人の会計ソフトから出力されるデータを基に海外現地法人案件

の売上高総額の●●％をカバーする案件を抽出し、実行予算の内容を検証する仕組みに着手し、2025年３月期（第

78期）第４四半期に開始します。異常値や懸念がある事象が認められる場合は、国際本部が海外現地法人に実行予

算を変更する必要がないかを確認し、変更が必要な場合は当該四半期末までに実行予算変更を提出させ、変更が不

要な場合はその理由を報告させるとともに根拠資料を提出させて国際本部が確認することにしました。」

（株式会社サンテック「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2025年3月3日）

イ . 重点コンプライアンス項目
「……重点コンプライアンス項目ごとのモニタリング計画に従って、項目ごとに専門性を有するOS［注：アウトソー

シング］経理部門のメンバーが国内グループ会社に対してモニタリングを行います。当該モニタリングは、2022年８

月末以降開始し、その後はモニタリング計画に従い、四半期に１回の頻度でモニタリングを実施していく想定です。」

（株式会社アウトソーシング「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」2024年１月15日）

ウ . 会計処理の適切性
「［子会社であるGlabの］IFRSにおける会計上の重要論点 （新しい仕組みの取引、多額な取引、リスクがある取引

等を想定しております）について、当社のその他の関係会社であるMegazone Cloud Corporationの管理部門に

在籍する公認会計士とも協議を行い、会計処理の適正性についてモニタリングを実施いたします。……当該運用は、

当社管理部門・Glab管理部門とMegazone Cloud Corporation管理部門とで行っているウィークリーミーティ

ングで会計事象についての議案の情報共有を行い、会計上の重要論点と認められた場合は、会計上の検討が必要な

事項について当社のCFOと公認会計士の資格を有しているMegazone Cloud Corporation財務部グループ長

とで協議を行います。」

（株式会社ガーラ「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2025年1月20日）

エ . 親会社取締役会への報告
「……当社の取締役会……の中でヤマウラ企画開発［注：子会社］の専務取締役がプロジェクト毎の業務の進捗状

況、当社からの借入や返済及びプロジェクト毎の支払や入金等の経理状況等についての報告をして業務管理の強化

をすることとします。」

（株式会社ヤマウラ「改善報告書」2023年10月6日）

オ . 親会社取締役会への上程に関する検証
「……管理本部の総務・ＩＲ部……にて、2023年12月以降、毎月の当社取締役会実施時に、すべての子会社の取

締役会議事録を入手し、当社取締役会への上程漏れがないかの検証も実施いたします。」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

カ . 親会社監査等委員による子会社の職務執行状況の監督
「監査等委員会は、子会社との連携については、2024年５月以降６ヶ月毎に、連結子会社である株式会社チャン

ピオン76社長との面談や重要資料の閲覧等によりその職務執行状況を監視・監督を行います。」

（株式会社グッドスピード「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年4月26日）

キ . グループ会社の自己点検結果の再検証
「ＭＣＲは、内部統制報告制度における整備対象会社以外のすべての拠点が、最低限構築しなければならないグ

ローバル共通の業務プロセスごとの内部統制項目をリスト化し、各グループ会社の経営トップ自らがその項目に従っ

てリスクマネジメントを実施できる仕組みです。OS［注：アウトソーシング］グループでは、2018年よりＭＣＲを導入

しており、全体で約200項目のうち、毎年OS経営管理部門のガバナンスチームが会社ごとに約50項目を選出して

内部統制報告制度における整備対象会社以外のグループ各社に提示しています。提示を受けた各社の経営トップ

は、毎年入れ替わる統制項目による自己リスクマネジメントを継続的に実施し、その結果をOS経営管理部門のガバ

ナンスチームに報告しています。OS経営管理部門のガバナンスチームはその報告内容を分析し、ＭＣＲによる内部

統制が機能しているか確認し、不備があると判断した場合に指導を行ってきました。今回、……以下の施策を追加し

ます。

ア. ＭＣＲの評価項目の見直し
● �売上計上に係る社内ルールが実際に遵守されているかどうか、四半期末に売上の期間帰属の妥当性確認を実施

する項目を追加します。

● ＳＯＤ（職務分離）チェックリストを実際の業務分担表に落とし込み、遵守を求めることで、相互牽制を徹底させます。

イ. ＭＣＲの評価運用の見直し
● �自己点検対象項目のうち、特に営業（受注）、経理（売上計上）及び賃金（賃金計算）のカテゴリーについては、自己

点検の結果を証するエビデンス（帳票、証憑や文書）の提出を求め、OS経営管理部門のガバナンスチームにて再
点検を行います。 

● �新型コロナウイルス感染症による渡航制限の解除以降、OS経営管理部門のガバナンスチームが、一定の売上の

増減幅のある拠点を選び、実際に訪問して、自己点検の結果を検証します。また、親会社からのモニタリングによ
るグローバルガバナンスの強化に向け、これら運用の結果把握した不備内容及びその改善施策をOS取締役会に
報告……」

（株式会社アウトソーシング「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」2024年１月15日）

ク . 海外グループ会社への現地往査
「……FSC［注：ファインシンター］経理部や監査室は、海外子会社から財務情報や関連資料の提出を受けて確認・

検証するだけでなく、実際に現地を往査する等、海外子会社の複数の職員と直接コミュニケーションをとる機会を継

続的に設けていきます。」
（株式会社ファインシンター「東京証券取引所及び名古屋証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024 年
12月20日）
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グループ会社の内部統制の強化c

　c -（a） 規程等の見直し

ア . 職務権限規程（親会社取締役会への付議事項）
「2023年12月までに、当社の管理本部の総務・ＩＲ部が子会社全社について職務権限規程を総点検し、必要な子

会社について職務権限規程の改定を行い、必要であれば各社の取締役会規程の改定を行い、当社の取締役会で報

告・決議するべき内容を明確化することで、子会社管理強化と当社取締役会の監督機能強化をいたします。」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

イ . 経理規程
「本件は、第三者委員会からは、グループ全体における会計上の知識不足が指摘されました。また、当社と致しま

しても、業務フローの改善および規程の改訂……を検討するとともに、グループガバナンス体制を強化するために、

グループ経理規程関連の改訂を進めることと致しました（2025年3月末日までに改訂予定）。具体的には、リスクコ

ンプライアンス委員会において、グループ全体の経理関連規程の状況を確認するとともに、適宜見直しを進めて参り

ます。グループ経理規程に買戻特約が付された場合における会計上の処理（例えば、買戻特約の例や収益認識基準

の基本的な考え方、買戻特約を認識した場合における上長や総務人事部への報告義務、経理担当者における会計

処理の手順、内部監査室における事後の確認手順等）を規程やマニュアルに明記することにより、規程に則った会計

処理を行うとともに、ルールがないことを原因とする不適切な処理の防止を図ります。」

（Shinwa Wise Holdings株式会社「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年12月19日）

ウ . 重要規程全般
「ヤマウラ企画開発［注：子会社］の取締役及び当社の管理本部で協議・検討を行いながら、2023年11月までに

取締役会規程、組織規程、職務権限規程、監査役監査規程、出納業務・銀行印の押印フロー等の規程・マニュアル

等を見直します。見直した規程については、管理本部がヤマウラ企画開発の役職員に対してポータルサイトへの規程

の掲載と規程の理解度を測るアンケートにより2023年12月に周知を行い、規程通りに業務を遂行することへの意

識付けを行います。」

（株式会社ヤマウラ「改善報告書」2023年10月6日）

　c -（b） 取締役会の機能強化

ア . 親会社役員の増員
「ＩＴｂｏｏｋ［注：子会社］において、2023年４月より、代表取締役の交替および当社から取締役２名（当社取締役

と執行役員管理本部長）が就任しています。本役員編成の見直しは取締役会で当社の関与度を増加させることを目的

としています。……また、公認会計士資格を有する当社管理本部長がＩＴｂｏｏｋ取締役管理本部長に就任しており、

売上計上や在庫計上で直接会計証憑を検証する必要が生じれば検証いたします。」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

イ . 役員の選任基準の見直し
「2022年５月に当社はＨＲコミュニケーション部を設置し、子会社役員の選任について、2023年４月からは、期

首前の３月にＨＲコミュニケーション部が当社の社内取締役全員と経営に関するスキルを中心に検討したうえ選任

案を作成し、社外取締役も含めた当社の取締役会での議案として選任しています。2024 年３月以後は以下要素も

加え、役員としての適性を判断し、コンプライアンスを重要視することで、不正会計発生のリスクは減少すると考えて

います。
●● �リスクコンプライアンス委員会での報告内容等から事件、事故、コンプライアンス違反等の発生および対応状況か

ら事案に対する対応能力および再発防止策の構築力を評価

●● 内部監査室による内部統制監査および業務監査結果から内部統制の正確な理解と構築能力を評価
●● 取締役の職務執行状況を監督・監査する立場の監査役からの評価……」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

ウ . 付議事項の見直し
「ヤマウラ企画開発［注：子会社］の取締役会規程の付議基準を2023年10月までに見直し……、取締役会による

監督機能が働く体制となるように整備します。」

（株式会社ヤマウラ「改善報告書」2023年10月6日）

エ . 監査結果の取締役会への報告
「また、ヤマウラ企画開発［注：子会社］の監査役が監査役監査の結果を四半期に1回、当社及びヤマウラ企画開発

の取締役会に報告することで連携して取締役による管理・監督体制を強化していきます。」

（株式会社ヤマウラ「改善報告書」2023年10月6日）

　c -（c） 監査役会等の機能強化

ア . 親会社監査役等の増員
「……当社の常勤監査役がＩＴｂｏｏｋ［注：子会社］とITbookテクノロジー［注：子会社］の監査役に就任し、

2023年４月に当社管理本部長が新たに４社の子会社監査役に就任しています。その後も子会社監査役の配置転換

を行い、2023年10月現在、当社の監査役、管理本部長、監査業務の経験のある社員のいずれかが子会社監査役に

就任する体制に変更いたしました。……子会社監査役全員が監査業務の経験者となり……。しかし、子会社監査役

の兼任が多い状況であるため、兼任状況の見直しの必要性の検討を2023年12月までに行う予定です。」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

イ . 監査計画の策定
「ヤマウラ企画開発［注：子会社］の監査役監査計画が策定されておらず、監査役監査が行われていなかったため、

ヤマウラ企画開発の取締役の業務執行状況を監督・監査する体制がありませんでした。……それぞれの会社の取締

役及び監査等委員との連携を図り、ガバナンス体制の強化及び実効性のある監査体制となるように、2023年10月

中にヤマウラ企画開発の監査役が監査役監査計画を策定し、監査等委員会へ提出・確認して整備していきます。」

（株式会社ヤマウラ「改善報告書」2023年10月6日）

ウ . 監査役監査の実施と監査結果の報告
「……四半期に1回実施するヤマウラ企画開発［注：子会社］の取締役会の前に監査役監査を実施し、監査結果を

当社及びヤマウラ企画開発の取締役会及び監査等委員会に報告……。」

（株式会社ヤマウラ「改善報告書」2023年10月6日）
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エ . 子会社オフィスの集約化
「……分散していた子会社オフィスの集約化によって役職員ヒアリングや書類のチェックなど通常の監査業務を

効率的に行える体制を整える……」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

　c -（d） 内部監査部門の機能強化

ア . 内部監査部門の新設
「CPS［注：子会社］は内部監査室を新たに設置し、専任の担当者１名を配置致します（2022年６月末、他社の内

部監査経験者で公認内部監査人の資格保有者を予定）。」

（株式会社サカイホールディングス「改善報告書」2022年5月26日）

イ . 親会社内部監査部門との連携
「……SHD［注：サカイホールディングス］とCPS［注：子会社］の内部監査担当者が月１回以上、意見交換を行う

とともに、四半期ごとにグループ内部監査連絡会を開催し、CPSの内部監査の実施状況や課題を常時、SHDが把握

できるようにし、CPSの内部監査担当における監査とSHDの内部監査担当によるグループ監査で業務監査のみなら

ず、会計監査までできる体制とします（2022年９月）。」

（株式会社サカイホールディングス「改善報告書」2022年5月26日）

情報共有・コミュニケーションd

　d -（a） 情報共有のための会議体

ア . グループ全体の情報共有
「従来、グループ横断での情報共有がなされず、権限の集中により、意思決定の過程が不透明であったことを改善

するため、SHD［注：サカイホールディングス］常勤取締役会、SHD執行役員会議、子会社ごとの会長承認会議等を

廃止し、今後、SHDグループの重要な業務執行に関する事項の報告・審議は、グループ経営会議に一本化します（会

則ルール等整備）。また、直近で開催実績のなかった経営会議、リスク対応等に関して形骸化していたコーポレート・

ガバナンス室についても廃止します。グループ経営会議は、SHD取締役会の直下に位置し、代表取締役会長が議長

を務め、メンバーはSHDグループの会長、社長、常勤役員、執行役員、各部門の責任者等とし、原則月２回以上開

催し、取締役会決定事項のうちあらかじめ協議を必要とする事項、執行上の重要事項等について、グループ横断で

の情報共有、意思決定を行っていきます。」

（株式会社サカイホールディングス「改善報告書」2022年5月26日）

イ . 管理部門の情報共有
「これまで、グループ会社の管理部門担当者間で対面でのやりとりの機会があまりなかったことから、国内グルー

プ各社の管理部門が一堂に会して（オンラインミーティングを含みます。）顔を合わせるグループ経営管理本部連絡

会を2022年３月より月１回を目処に開催します。本連絡会は、情報共有の場としてだけではなく、グループ会社間

でのコミュニケーション機会を提供することで、グループ会社間の連携を強化させることにより、相互牽制体制の構

築にもつながるものと期待しています。」

（株式会社アウトソーシング「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」2024年１月15日）

ウ . コンプライアンスに関する情報共有
「子会社側からはコンプライアンス上、重要な情報に関し、３カ月に一度のリスクコンプライアンス委員会で報告・

協議され、より速やかに対応が必要な事案については月に一度のグループ経営会議で報告され、必要性に応じて、子

会社と個別協議しています。」

（ITbookホールディングス株式会社 「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

　d -（b） 海外グループ会社との情報共有

ア . 親会社経理部門への情報共有の徹底
「……海外現地法人における実行予算変更、債権回収遅延やその懸念など会計に影響を与える事象について、随

時、経理部へ情報共有することを本年１月20日の国際本部と経理部との打ち合わせで再徹底しました。」

（株式会社サンテック「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2025年3月3日）

イ . コミュニケーションツールの検討
「国際本部では、海外拠点毎の定期的なコミュニケーション方法（Web会議、出張等）を見直し、検討するとともに、

必要に応じて拠点側からもコミュニケーションが図りやすい態勢を2024年12月までに整備しました。特に海外で

はメッセージアプリの活用が進んでおり、業務単位やプロジェクト単位で関係者のグル－ピングコミュニケーション

ツールとして活用しています。」

（株式会社サンテック「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2025年3月3日）

ウ . 海外グループ会社との意見交換
「当社としては、FSC［注：ファインシンター］生産管理部において海外子会社社長との対話の機会を設けるべく海

外懇談会をグループ会社合同で定期的に開催することとしました。これによりFSC社長が直接海外子会社側と意見

交換を行う機会を設け、意見を吸い上げる体制を構築していきます。 

第１回はキックオフとして2024年11月15日に開催しており、参加者はFSC社長、海外子会社社長、FSC生産管

理部で、議題（打ち合わせテーマ）は｢経営者目線での困りごと」としています。

……また、機能別困りごと共有会・改善事例共有会の実施についても、グループ会社合同で……開催しています。

参加者は海外子会社社長、FSC生産管理部、現地スタッフです。議題（打ち合わせテーマ）は安全・品質・経理等の

困りごとの吸上げ・検討・フィードバックとし、海外子会社側の日本人赴任者だけでなく、現地スタッフの声も吸上げ、

フィードバックできるように実施します。」
（株式会社ファインシンター「東京証券取引所及び名古屋証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024 年
12月20日）

エ . 赴任者と現地スタッフのコミュニケーションの向上に向けた取組み
「……FSC［注：ファインシンター］人事総務部において海外子会社に赴任する日本人駐在員に対して、赴任前に、

対象国の語学研修を受けることを要求しており、赴任後も語学研修を推奨していたものの、短期間の語学研修だけ

では限界があるため、赴任後の語学研修を必須とするほか、現地スタッフ側にも、2025年３月以降日本語や英語の

語学研修を推奨するなどして、相互にコミュニケーションを図っていきます。急ぎコミュニケーションができる環境を

整えるべく2025 年１月から順次、FSCからの現地赴任者が日常会話ないしビジネスレベルでの会話ができるレベ

ルに達していないとFSC人事総務部が判断する場合、重要な会議や人事面談の際には通訳者の導入や……通訳機

械を2025年３月までに導入をすることで、特定（第三者）の現地スタッフを介することなく、日本人駐在員と各現地

スタッフが直接コミュニケーションをとることができる機会を確保していきます。合わせてFSCからの現地赴任者に
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対しては……サクセッションプランを立案したうえで原則赴任１年前には赴任先を確定させ赴任前研修の準備時期

間と内容を充実させるとともに赴任後について語学研修を拡充します。

a 赴任前研修の拡充 

現在も赴任の半年前の語学研修は必須としていますが、原則赴任１年前には赴任先を確定させ、１年間の語学研修

を赴任の1年前から開始し、赴任前に外部の語学テストを実施し、語学レベルを把握します。費用については、従前

の全額会社負担を継続します。……

b 赴任後研修の拡充 

現地語の語学の習得のために、語学研修の会社補助を赴任後１年までとしていましたが、３年までとします。また、赴

任後１年ごとに外部の語学テストを実施することとし、FSC人事総務部にて語学レベルの確認を行い、語学力向上を

継続します。」
（株式会社ファインシンター「東京証券取引所及び名古屋証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024 年
12月20日）

グループガバナンスと本ハンドブック
澤口 実氏／�森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士 

経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」委員等 

企業グループのコンプライアンス態勢の構築は、ますます重要かつ難しくなってきています。成長が期待

される上場企業は、新たな市場を求めグローバル展開を加速しており、海外グループ企業は増加し、その経

営上の重要性も高まっていますが、その管理は容易ではありません。一方、子会社の不祥事が企業グループ

全体を大きく揺さぶる事例はますます増えてきています。別法人という説明は社会には受け入れられず、企

業グループのトップが辞任を迫られる事例も多いです。

その企業グループとしてのコンプライアンス態勢、いわゆるグループコンプライアンス、あるいはグループ

ガバナンスについて、参照すべきベストプラクティスがあるのでしょうか。準拠すれば安心なデファクトスタ

ンダードがあればいいですが、残念ながらそのようなものは見当たらないのが現状です。

株主代表訴訟で子会社管理に関する取締役の善管注意義務が争点となることも増えてきましたが、いか

んせん司法判断には時間がかかります。裁判所の判断が明らかにされる事案は10年前の不祥事ということ

も珍しくなく、変化の激しいこの分野の指針として使いにくいです。しかも、取締役個人に賠償責任を負わせ

るか否かの判断と、望ましい経営の在り方にはギャップがあることも否定できません。

いわゆるソフトローはどうでしょうか。経産省は2019年に「グループ・ガバナンス・システムに関する実務

指針」、いわゆるグループガイドラインを策定して公表しています。このガイドラインでは、グループコンプラ

イアンスを検討する上でいくつかの重要な視座を提供しています。例えば、会社法解釈として議論の残る親

会社の子会社管理の責任について、このガイドラインでは法令の解釈を超えた踏み込んだ整理をして、企業

にグル－プ管理を求めています。しかし、このガイドラインも、採用すれば安心な標準的な規範を定めるよう

なものではありません。

では、どうしたらよいのでしょうか。そこで出てくるのが、現実にグループガバナンスの危機に直面し、対

応を強いられた企業が策定した再発防止策です。これは現実化した課題に対し、真摯に、ときには自らの存

亡をかけて対応した企業がたどり着いた対策ですので、重みがあります。もちろん、個々の再発防止策は、企

業の個別事情の影響もあり、また、不十分と批判される再発防止策もあるかもしれませんが、再発防止策を

全体として俯瞰すれば、参照すべき視点や取組みがおのずと浮かび上がってくるはずです。

本ハンドブックはこの考えから再発防止策を整理しているといえます。しかも、2025 年時点の最新の事

例から再発防止策を紹介しているのみならず、不祥事発生時に上場企業に伴走してその立ち直りを監督・

支援する日本取引所自主規制法人が、その経験を活かしながら再発防止策を整理したものです。グループ

ガバナンスを真剣に検討する企業には重要なヒントが多数含まれているでしょう。

本ハンドブックは、不祥事企業がその再発防止策を策定する際にも当然に参考にはなりますが、不祥事が

発生していない企業こそ、平時の内部統制システムの構築に際して、本ハンドブックを参考にして下さい。自

社の不祥事だけをみていれば足りる時代では既にありません。類似した経営環境にある同業他社で発生し

た不祥事はもとより、例えば製造業に共通する課題が顕在化した不祥事であれば、たまたま不祥事が顕在

化しなかった他社であったとしても無策でいれば厳しい目が向けられるでしょう。多くの上場企業に本ハン

ドブックの活用をお薦めします。

COLUMN
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その他14

三様監査の連携強化a
CGコード補充原則4-13③では、「上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれ

らに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確

保すべきである。」と定められています※。

また、日本監査役協会が公表している「会計不正防止における監査役等監査の提言 －三様監査における連携の

在り方を中心に－」においては、「監査役等、内部監査部門、会計監査人はそれぞれの役割を理解し、相互に改善点

について意見交換を行うなど一定の緊張感を保ちながら、リスク・アプローチに必要なリスクの分析等において三様

監査全体の実効性を高めるよう連携すべき」とされています。

「会計不正防止における監査役等監査の提言 －三様監査における連携の在り方を中心に－」や、以下の再発防止

策を参考に、自社の三様監査の連携強化を図ってください。

なお、本項では三者間の連携を主眼においた再発防止策を紹介していますが、監査役等については「（9）監査役

会・監査等委員会・監査委員会による監査機能の不備・不十分な発揮」を、内部監査については「（10）内部監査の実

効性欠如、体制の不備、機能の不備・不十分な発揮」を参照してください。
※CG白書2025において、補充原則4-13③に関するCG報告書の記載について、「定期的な会合を設定し、意見及び情報の交換を行っているという

内容の記載が大半を占めた。」と指摘されています。監査計画に言及する比率は監査役会・監査等委員会設置会社においては約60％であるのに対
し、監査委員会設置会社においては83.2％でした。

再発防止策の分類とポイント

再発防止策の分類 再発防止策のポイント

a
三様監査の連携強化

ア . 三者間のミーティング P114

イ . 内部統制の整備・運用状況に関するモニタリング P114

ウ . 監査等委員による内部監査部門に対する監督 P115

エ . 取締役会への進言 P115

オ . 対面での意見交換 P115

ア . 三者間のミーティング
「……当社において、内部監査室が適切に機能する体制を有しておらず、監査役および監査役会は監査法人との

間で問題意識について協議や相談をしていたものの、結果としては、内部監査部門の整備等の改善策の実行にまで

は至らず、三様監査として実効的に機能していませんでした。そのため、……監査役会、内部監査室および会計監査

人との間の定例ミーティングを、原則として、四半期レビュー時報告会に併せて四半期に1回（臨時の検討事項が生

じたときは随時）行うこととします。この定例ミーティングにおいて、各当事者の問題意識の共有を図る……」

（Shinwa Wise Holdings株式会社「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年12月19日）

イ . 内部統制の整備・運用状況に関するモニタリング
「三様監査については、新たな監査法人と四半期決算時期及び必要に応じて随時、以下の通り、それぞれの主た

る役割と責務に合致した共有基準の下に、相互の連携を深めてまいります。特に内部統制に関しては、3ヵ月毎に全

社的統制及び業務プロセスを中心にその整備・運用状況につきモニタリングを行い、監査法人の検証を受けてまい

ります。
・ 監査等委員会：取締役の善管注意義務の履行状況等職務執行状況の適正性確認

・ �会計監査人：会計監査・財務諸表監査及び内部統制監査及び重要な発見事項（KAM=監査上の主要な検討事項、
特別に検討を要するリスク等）の有無確認

・ �内部監査部門：重点監査項目を中心とした内部監査全般、規程・マニュアル等の遵守状況、内部統制のモニタリン

グの実施」

（株式会社グッドスピード「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年4月26日）

ウ . 監査等委員による内部監査部門に対する監督
「……OS［注：アウトソーシング］内部監査室では会計や経理に関する内部監査が不足していましたが、この内部

監査の不十分性については、OS監査等委員会として十分な確認や指導ができていませんでした。……今後OS内部

監査室からの四半期に一度の内部監査報告会（次回2022年5月開催予定）の際に、内部監査について報告を受け

るだけでなく、内部監査の対象とした部門の選定がリスクアプローチに基づき適正なものとなっているか、また、内

部監査の方法がリスクに応じた深度あるものとなっているか等、内部監査の対象や手法等についても監督し、必要に

応じて追加調査等の指導を行います。また、2022年6月末までにOS監査等委員が、OS内部監査室の内部監査に

同席または立ち会いにより監査を実施する機会を設けることにより、OS内部監査室が行う業務監査や会計監査を

直接確認できるようにします。」

（株式会社アウトソーシング「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」2024年1月15日）

エ . 取締役会への進言
「……監査役会、内部監査室および会計監査人との間の定例ミーティング……において、……当社のガバナンス

体制に問題が認められたときは、取締役会に改善を求める意見を述べることができるように致します……。」

（Shinwa Wise Holdings株式会社「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年12月19日）

オ . 対面での意見交換
「……前任の会計監査人は東京事務所のみのためリモートでの接触が大半でありましたが、新任の会計監査人は

名古屋に所在することから、監査等委員会による四半期報告書の監査や会計監査人による四半期レビュー報告等の

際に、三様監査の当事者が対面で集い密接に意見交換する機会が増加することにより、内部統制を含めた監査体制

全般につき、一層内容の充実を図ってまいります。」

（株式会社グッドスピード「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年4月26日）
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自社の関連当事者取引の合理性や妥当性を説明できますか？
日本取引所自主規制法人上場審査部

P119

関連当事者取引に関するプロセスの見直しb
CGコード原則1-7において「上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、

そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締

役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手

続を踏まえた監視（取引の承認を含む）を行うべきである。」と定められています。

当法人による新規上場審査においては、「関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を

通じて不当に利益を供与又は享受していないこと」※、「関連当事者その他の特定の者との間の取引行為又は株式の

所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと」を実質基準として掲げています。

関連当事者等との取引は、本来不要な取引を強要されたり、取引条件が歪められたりする懸念があり、注意が必

要な取引です。また、適切な手続や監視が不十分であった関連当事者取引に起因する不祥事は、会社や投資者に重

大な影響を及ぼすことにもつながりかねません。

以下の再発防止策をご覧いただき、自社の関連当事者取引に関するプロセスについて、改めてご確認ください。
※ 「関連当事者」とは、財務諸表等規則第8条第17項に掲げる「関連当事者」を指します。「その他の特定の者」とは、関連当事者の範囲に含まれない

ものの、上場申請会社の企業グループと人的、資本的な関連を強く有すると考えられる者を指します。典型的には、会社資産とオーナー資産の混
同、オーナー一族（同族役員や同族企業）の利益を優先する取引等が上場審査上問題となります。

再発防止策の分類とポイント

再発防止策の分類 再発防止策のポイント

b
関連当事者取引に関する 
プロセスの見直し

ア . 規程類の整備 P116

イ . 関連当事者の把握 P117

ウ . 関連当事者取引への該当性のチェック P117

エ . 取引の合理性・妥当性の検証プロセス P117

オ . 取引開始後のモニタリング P117

カ . 内部監査部門によるモニタリング P117

キ . 取締役の紹介による取引に対する継続的な評価 P118

コラム

ア . 規程類の整備
「当社では、関連当事者に関する認識が不十分であり、関連当事者取引に関する規程が存在しないだけではなく、取

締役会においても、関連当事者取引や利益相反に対する認識が不十分であり、監視を十分に行っていませんでした。

これを是正するために、まずは関連当事者取引に関する規程を2024年7月末までに新設します。……

なお、関連当事者に該当する者に対して、関連当事者取引に関する説明が不十分であったこと、それを説明する側

や実施する側に関してもマニュアルが未整備であったことから、関連当事者調査に係るマニュアルを2024年9月末

までに整備いたします。」

（株式会社ラックランド「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年7月31日）

イ . 関連当事者の把握
「また、総務部及び財経部において、関連当事者や利益相反となる取引の範囲を把握するために当社取締役及び

筆頭株主への調査を実施するなどスクリーニングを2024年8月に実施します。具体的には……、記載内容が関連当

事者や利益相反となる取引の範囲を把握するためには不十分であったアンケートの記載内容の見直しを実施します。

また、実質的支配関係にある会社についても追加ヒアリングを実施するなど調査を行い、網羅的に情報を収集し、関

連当事者や利益相反となる取引のスクリーニングを行い、関連当事者リストを2024年8月に作成いたします。」

（株式会社ラックランド「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年7月31日）

ウ . 関連当事者取引への該当性のチェック
「……支払の起票を行う時点で関連当事者リストと支払先を突合することで、支払先が関連当事者に該当しない

かどうかを経理部経理課及び財務課で確認を、支払が発生する都度行うことに加え、経理課で毎月の月次業務とし

て、月初決算を締める前に総勘定元帳と関連当事者リストを突合することで確認いたします。」

（株式会社グッドスピード「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年4月26日）

エ . 取引の合理性・妥当性の検証プロセス
「原則的に関連当事者取引や利益相反取引のおそれのある取引は実行しないこととし、当社子会社の代表取締役

が代表を務める会社との取引など継続している関連当事者取引がある場合は、次の審査手続きにて再度慎重に審議

を行うことにします。なお、……例外の対象となるものは、新規の関連当事者取引や利益相反取引であっても取引を

せざるを得ない事情があり、コンプライアンス・リスク管理委員会で合理性・妥当性を審議した結果、問題がないとさ

れ、取締役会で承認された取引を想定しております。

関連当事者取引や利益相反取引の審査手続きは、……関連当事者リストに該当する取引を実施する場合、事業部

門と管理部門が取引の合理性や妥当性や適切性に関して協議を行ったうえで、その内容について、コンプライアン

ス・リスク管理委員会が協議を行います。その結果を加味したうえで取締役会に諮ることにします。（通常の取引より

もより慎重な議論、審査が行われることとしております。）」

（株式会社ラックランド「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年7月31日）

オ . 取引開始後のモニタリング
「なお、取引を開始した場合でも継続的にモニタリングを行い、少なくとも1年に一度 （12月を予定しております）

は、コンプラインス[注：原文ママ]・リスク管理委員会において、当初条件からの変更が行われていないこと等の定期

的な確認を徹底します。変更が生じた場合は直ちに取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する体

制を構築します。」

（株式会社ラックランド「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年7月31日）

カ . 内部監査部門によるモニタリング
「……内部監査室の契約書や稟議書のモニタリングによりコンプライアンスその他の観点から不適切な取引先、取

引契約の抽出を行い、問題の兆候が認識された取引先に対してはリスク・コンプライアンス委員会による継続的な取

引監視を行います。」

（株式会社イメージワン「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年3月19日）

3 章

そ
の
他

14

関
連
当
事
者
取
引
に
関
す
る

プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

b

3 章

そ
の
他

14

関
連
当
事
者
取
引
に
関
す
る

プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

b

116 117



キ . 取締役の紹介による取引に対する継続的な評価
「一見取締役との関係が疑われない取引先であっても、取締役の紹介をきっかけとした新たな取引を開始する取

引先については、管理部門により四半期決算を確定したタイミングで取引の有無を確認し、その内容を全て確認し、

継続的に契約条件の妥当性評価等を行います。」

（株式会社イメージワン「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年3月19日）

自社の関連当事者取引の 
合理性や妥当性を説明できますか？
日本取引所自主規制法人上場審査部

上場審査において、関連当事者取引の管理体制や運用状況は、コーポレート・ガバナンスの健全性を測る

重要な指標の一つです。関連当事者取引は、経営陣や主要株主等の利害が会社の利益と相反する場合があ

り、不適切な取引は企業価値の毀損や株主共同の利益の侵害につながるリスクを孕んでいます。そのため、

上場審査では「なぜその取引が必要なのか」「その条件は妥当か」「社内でどのような牽制が働いているか」

といった合理性・妥当性の観点から確認を行っています。

本ハンドブックで紹介されている再発防止策は、上場準備の観点でも有効な実務例です。例えば、「関連

当事者取引に関する規程やマニュアルの整備」、「関連当事者リストの定期的な更新」、「支払起票時や月次

決算時のリスト突合」、「取引の合理性・妥当性をコンプライアンス委員会や取締役会で審議・承認するプロ

セス」、「取引開始後の定期的なモニタリング」、「内部監査部門による契約書・稟議書のチェック」など、多層

的な牽制体制の構築が推奨されています。これらは、上場審査において「形式的な規程整備」にとどまらず、

「実効的な運用」がなされているかを確認する際の重要なチェックポイントとなります。

特に意識したいのは、「取引の合理性」という視点です。仮に特定の関連当事者取引について、その取引条

件が第三者との取引との比較において妥当と認められる場合であっても、その取引行為の存在自体に合理性

（事業上の必要性）が無い場合には、当該取引が関連当事者への利益供与とみなされる場合もあるというこ

とです。このような事業上の必要性についての判断は、例えば、社内外の専門家を交えた審議や、当事者を

除いた形での取締役会での慎重な議論を行うなど、高い次元での判断が必要となる場合も考えられます。さ

らに、取引開始後も条件変更や継続性について定期的にレビューし、必要に応じて見直しや開示を行う体制

も求められます。内部監査部門による独立したモニタリングも、ガバナンス強化の観点から有効です。加え

て、関連当事者取引と同様に留意すべきものとして、いわゆるトップ案件などの経営者が主導する取引につ

いても関連当事者取引と同様に適切なモニタリングを行うことも大切です。

また、このような関連当事者取引の管理体制も、経営陣の関連当事者取引に対する正しい理解と誠実な

申告が無くては、絵に描いた餅に終わってしまいます。例えば、関連当事者リストから漏れてしまった取引先

との関連当事者取引は、どれだけ体制を整備しても適切に把握・管理することはできません。

このように、関連当事者取引の管理にあたっては、単に「規程を整備する」「委員会を設置する」といった形

式面だけでなく、合理性の適切な判断や継続的なモニタリング、経営陣による誠実な申告などの運用面が

重要となります。自社の体制について体制だけでなく、運用面も含めた状況について、今一度点検すること

が、上場企業としての信頼確保と持続的成長の基盤となるでしょう。

COLUMN
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再発防止に向けた取組みc
不祥事が発生した会社においては、第三者委員会等によってその不祥事の原因が指摘されるケースが多く、会社

が策定する再発防止策は主にこれらの原因に対応するものです。

一方、策定した再発防止策の実効的な運用を確保するための取組みを行う会社や、直接不祥事の原因とは指摘さ

れていない内容について、自ら検証する取組みを推進する会社もみられます。

不祥事が立て続けに発生すると、市場からの信頼を大きく損ねることに繋がります。また、「上場管理等に関するガ

イドライン」Ⅲ.1.（3）等では、過去における規則の遵守状況が措置に関する審査において勘案される旨が規定されて

いるため、より重大な措置が実施される可能性が高まります。

以下に紹介する取組みは、現に不祥事が生じていない会社において、不祥事を未然に防ぐためにも有用と思われ

ますので、ぜひご参照ください。

再発防止策の分類とポイント

再発防止策の分類 再発防止策のポイント

c
再発防止に向けた取組み

（a） 規程等の見直し ア . リスク管理関連規程 P120

（b） �不正を予防するための 
取組み

ア . 現場発案による再発防止策の策定 P121

イ . 出向者管理の強化 P121

ウ . 内部統制の再構築等に関する外部リソースの活用 P121

（c） �プロセスから逸脱した 
事案に対する取組み ア . 顛末書の提出 P121

（d） 会議体等

ア . リスク管理体制の見直し P122

イ . 内部統制の整備・強化 P122

ウ . 再発防止策の推進・実行状況の把握 P123

　c -（a） 規程等の見直し

ア . リスク管理関連規程
「当社は2023年1月より危機管理規程を整備しています。危機管理規程を定める目的は企業のリスクに対応する

ため、「経営危機」の定義を定め、予め「経営危機」に対する対応策および適切な実施方法を定めることで、想定され

るリスクの回避もしくは減少のためです。当社の管理本部が主管し、2023年10月の取締役会において本規程の｢経

営危機」の定義に当社の連結財務諸表に重要な虚偽表示の疑いが生じたときといった場合を含めることや、その場

合の協議方法・調査結果についての手続きを新たに定めます。具体的には連結財務諸表の重要な虚偽表示の疑い

が生じたときは取締役会に報告を行い、事実関係の調査の要否、調査体制および調査範囲については監査法人と協

議の上で、取締役会で決定する手続きを定めます。調査結果については、取締役会に加えて監査法人に対する報告

も行うといった規程を定めます。

また、「経営危機」への対応で考慮すべきガイドラインを明確にするため、日本取引所自主規制法人が2016年2月

24日に策定・公表した「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」に沿った不祥事対応を行うといった規定を定

めます。」

（ITbookホールディングス株式会社「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2023年10月26日）

　c -（b） 不正を予防するための取組み

ア . 現場発案による再発防止策の策定
「過去に当社で発生した不適切会計事案における再発防止策は、コンプライアンス担当役員や内部統制主管部署

といった本社管理部門が検討を主導し、事業部に行わせた「（上から下への）再発防止の指示」という側面がありまし

た。また、経営理念等で示される、あるべき姿としての企業文化や組織風土が、現場の隅々まで理解・浸透されたと

はいえず、具体的な行動として未だ定着しておりませんでした。今回の再発防止策の検討にあたっては、役職員の行

動面での変容を推進しつつ、現実性・実効性の観点で現場の実情と乖離しないよう、現場の役職員を会社施策の検

討に参画させる、または意見照会を行うことといたします。」

（株式会社パスコ「不適切な会計処理に関する再発防止策等のお知らせ」2023年4月28日）

イ . 出向者管理の強化
「他社に出向する社員が出向先において当社社員として遵守すべき行動指針やルールを「出向者の利益相反に関

する行動規範」（以下「行動規範」）とし、2023年8月末日に作成を終えております。さらに、出向者への利益相反取

引に関する定期的な確認を実施することによりモニタリング機能の強化をいたします。定期的な確認として、出向元

部署の上長が、出向者へ四半期ごとにGoogleフォームを送付し、利益相反に該当する取引の有無や、利益相反に

該当した場合の対応について確認を行います。出向元部署の上長は、出向先の上長へ年に1回Googleフォームを送

付し、出向者の勤務状況、服務規律遵守、取引に関するアンケートを実施いたします。出向元上長によるこれらの確

認とアンケートの実施状況は当社HR managementが確認を行います。……加えて、当社社員が出向した後に、当

該社員の出向先と当社との取引を、業務監査の対象と位置付けることとし、継続的にモニタリングすることといたし

ます。具体的には、出向時の行動規範についての研修の実施、行動規範についての誓約の取得をモニタリング対象

とし、当社の従業員が出向している際の不正取引を牽制いたします。」

（株式会社アマナ「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」2023年10月10日）

ウ . 内部統制の再構築等に関する外部リソースの活用
「より実効性の高い再発防止策の策定においては外部専門家の意見も採り入れて進めることが必要と認識し、内

部統制に係るアドバイザーとして外部専門家である［A］と2024年10月4日にコンサルティング業務委任契約を締

結し、当社の内部統制体制の再構築・推進策の実務策定に対し助言をいただいています。」

（株式会社サンテック「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2025年3月3日）

　c -（c） プロセスから逸脱した事案に対する取組み

ア . 顛末書の提出
「違反の発見については、上長及び部門長からの報告、他従業員からの報告、内部通報による報告、内部監査部

の巡回時による発見などが挙げられますが、違反があった場合は、ルール違反者に対し、コンプライアンス部から顛

末書の提出を求めます。顛末書はルール違反者から本人の上長の承認を経て所属本部の本部長へ申請され、承認

後内容や状況をコンプライアンス部長が判断し、審議の必要があると判断されたものはコンプライアンス委員会にて

審議を行い処分を決定致します。」

（株式会社グッドスピード「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年4月26日）
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　c -（d） 会議体等

ア . リスク管理体制の見直し
「……事務局である総務部がコンプライアンス・リスク管理委員会の改革を行います。

（ア） コンプライアンス・リスク管理委員会の構成変更

委員会の構成メンバーは、社長、常勤監査等委員、管理本部長の社内委員の他に、リスクの洗い出しや対応方法

に不足がないかなどを第三者的な目線からの助言や提言を取入れることを目的として、2024年9月より、社外の有

識者（弁護士・公認会計士）をメンバーとして選任します。

（イ） リスクマネジメントのガイドライン、計画の策定

当社で既に整備されております各種管理規則に則り、リスク限度・取引限度額の設定や、報告・監視体制の整備な

ど、必要なリスク管理体制および管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理するためのリスクマネジメン

トのガイドライン及び計画を策定します。……

（ウ） コンプライアンス・リスク管理委員会の意見を意思決定に組み込む

工期が長く、受注金額が多額である、顧客からのクレームがある、債権の回収遅延が起こっているなど、リスクマ

ネジメントのガイドラインに記載のある大きな事業リスクがある案件が発生した場合、案件の受注前の場合には最

終決裁の前に、受注後の場合には事業リスクが発生した都度、コンプライアンス・リスク管理委員会において、当該

取引におけるリスク評価とのリスクに対する対応方法が適切であるか確認を行い、コンプライアンス・リスク管理委

員会からの意見を書面として取り纏め、コンプライアンス・リスク管理委員会と兼務している役員から取締役会へ報

告を行うことで、その意見を反映することができる体制を上記リスクマネジメントのガイドラインに盛り込むことによ

り構築します。」

（株式会社ラックランド「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」2024年7月31日）

イ . 内部統制の整備・強化
「……以下のとおり内部統制委員会を改革することとし、2023年9月中を目途に社内規程に明文化いたします。

ア）委員会の役割・機能の見直し

内部統制委員会を単に内部統制室から各種内部統制活動の報告を受ける受動的な場とせず、グループ全体の内

部統制上の問題の解決に実質的に機能させる組織とするために、委員会の運営規則を改定し、内部統制委員会は、

内部統制室を通して、グループ全体の内部統制上の問題点を常に把握し、内部統制の整備・強化および問題の解決

のために、随時審議・決定を行う組織と位置付け、問題に対して、早期に担当部署を決め、記録が残る形で具体的な

指示を行うなど臨機に対応すべき旨を明確にいたします。この改善計画の再発防止策のプロセスの整備においては、

……内部統制室長から内部統制委員会のメンバーに再発防止策の進捗状況を共有するとともに、追加・修正すべき

事項が生じた場合は、内部統制委員会にて審議いたします。

イ）委員の責務および委員会の構成の見直し

内部統制委員会の委員は、単に内部統制室の報告を聞くだけでなく、自らグループの内部統制の整備・強化およ

び課題・問題の解決にあたる責務を有することを明確にするとともに、各委員に所管部門の内部統制上のリスク・コ

ンプライアンスに関わる問題の報告を義務付けることといたします。また、委員会の構成つきましては、以下のとおり、

委員会の審議事項の審議・決定に常に参加する常任委員のほかに、グループ各部門の内部統制上の問題・課題を把

握できるように各部門の状況を報告（四半期ごとの定期報告および問題への対応についての随時報告）すべき実務

責任者をリスク対応委員として選任いたします。……また、委員会のオブザーバーとして常勤監査役および内部監査

室長を入れ、監査の視点から必要な指摘を行います。」

（株式会社東京衡機「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」2023年8月28日）

ウ . 再発防止策の推進・実行状況の把握
「SHD［注：サカイホールディングス］代表取締役会長をリーダーとする「集中再生プロジェクトチーム」を2022

年3月2日付で設置しました。集中再生プロジェクトチームは、SHD取締役会直下に位置し、……社外取締役、専門

家と課題を共有し、知見を活用しつつ、SHD本部社員がグループ各社と連携することで、再発防止策を実効的に推

進していきます。集中再生プロジェクトチームミーティングを週1回以上実施して、改善措置実施スケジュール等の

遅延が発生しないよう実行状況を把握し、活動状況は2022年6月よりSHD取締役会に隔月で報告します。SHD取

締役会は、その報告を踏まえ、成果を検証し、成果が不十分な場合は、集中再生プロジェクトチームに対し是正を求

め、是正結果の確認を行います。」

（株式会社サカイホールディングス「改善報告書」2022年5月26日）
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